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（協議経過）

 

１ 事務連絡 

委員の変更について報告 

 

２ 開会あいさつ 

○中央本町地域・保健総合支援課長 

みんさんこんにちは。精神医療部会です

が、９月に第１回を開催させていただき今

回が第２回となります。今年度については、

前回の第１回と今回の第２回の議論に基づ

き、報告書を作成させていただきます。 

今回も、各委員のみなさまのお力をお借

りしながら、活発なご議論をいただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

３ 議事 

〇樋口精神保健係長 

本日の進行は、久米部会長が欠席のため、

柳瀬委員が代行させていただきます。柳瀬

委員お願いいたします。 

 

○柳瀬委員 

よろしくお願いいたします。前回の部会

では、精神障がい者にも対応した地域包括

ケアシステムの構築について、ご協議をい

ただきました。協議の中で、長期入院患者

の実績について、事務局から提供があり、

その受け入れ先として、住まいについて委

員のみなさまから多くのご意見を頂戴しま

した。また、現在、地域で暮らしている方

が入院しないようにするために、ショート

ステイを利用することも必要であるとの意

見をいただきました。それを受け、本日は

住まいの部分に焦点を合わせ、議論を進め

させていただきたいと思います。 

本日席上に、精神障がい者の住まいを考

えるという資料を配付させていただいてお

ります。また、グループホームの施設数な

どの検討資料を事務局で用意しました。 

まず、「入院から地域で在宅への移行に

ついて」ですが、（１）障がい福祉サービ

ス（グループホーム）を利用する場合につ

いて、委員のみなさまからご意見をいただ

きたいと思います。それでは事務局から資

料説明をお願いします。 

 

〇樋口精神保健係長 

資料２をご覧ください。区内の精神障が

い者を主たる対象としたグループホームの

施設数になります。現在１３か所、定員数

は８１名分あります。東京都の場合は、利

用期限を設けていない滞在型と、３年間で

単身生活に移行できるよう取り組む通過型

の２種類があります。滞在型については、

資料の１１番と１２番が滞在型となってい

ます。その他が通過型で運営していただい

ております。現在、グループホームの設置

について相談を受けており、今年度末の見

込では、定員数が３４名分増える見込みと

なっております。ただ、現在相談中である

ため、そのまま進むかは未定です。 

先ほどの８１名と合計すると、１１５名

分の定員が確保されるという事になります。

以上になります。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございます。各委員のみなさ

まの方で、グループホームを利用する場合

について体験した事例や課題として感じて

いることがございましたら、ご意見等いた

だければと思います。 

 

○久保田委員 

グループホームに関しては、箱としての
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グループホームの考え方も当然のこととし

てあるが、どういう生活をするか、という

ことで、それまで入院生活をしていた者が、

いきなりグループホームで日常生活が送れ

るかどうかという事を懸念しています。 

食生活が崩れると体調を崩しやすいとい

う事もあります。グループホームで、宅配

弁当のようなものを考えていただけると、

退院してきた方もストレスを感じることな

く生活できるのではないかと思います。 

退院した場合に問題になるのが、金銭管

理です。社会に戻っていく中で問題になっ

てしまうので、どのようにしていくのか確

認していただけるといいかと思います。 

長期入院していた方は、退院してグルー

プホームに入ると、病院には戻りたくない

とおっしゃる方が多い。もう少し病院側が

休養入院や短期入院にシフトしていただけ

ると変わってくるのかと思います。情報ネ

ットワーク連絡会の講師の方が、「おおむ

ね在宅、時々入院、いつでも支える医療と

介護」ということをおっしゃっていました。

そういう環境が確保されるようなグループ

ホーム生活になっていただけるといいと思

います。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございます。１つは、退院し

てグループホームに入った時に、どうした

らすぐに生活できるようになるかというと

ころで、宅配弁当や金銭管理等してもらえ

ればということでしたが、今のグループホ

ームの実情というのはどうでしょうか。 

 

○新垣委員 

グループホームの形態にもよるのかと思

うが、アパート形式のグループホームを利

用する方は、配色サービスなどの宅配の食

事を利用しているので、食事を作る心配や

買い物をすることはあまりないのかと思い

ます。 

金銭管理は、長期入院患者の方も外来で

生活している方も、金銭管理を誰がやるか

というところで課題に感じている。グルー

プホームでは世話人さんに金銭管理のお手

伝いをしていただいていて、週渡しや半月

毎など、サポートして下さっている。ただ、

本人が希望しないとできないので、こちら

が金銭管理が心配だと感じていても、本人

に意識がないと金銭管理の依頼をしないた

めできない。 

また、病院の方では休養入院という発想

は定着してきている。短期で退院して地域

生活に戻っていただいても、なかなか地域

生活に慣れない方もいるので、そういう方

に目的をしっかり持っていただいた形で休

養入院も利用していただき、地域に戻り長

く在宅生活がおくれればと考えている。退

院したら、もう戻らないということが逆に

プレッシャーになってしまい調子を崩す方

がいるので、入院しても長くならずにすぐ

にご自宅に帰れるという感覚を持っていた

だくことでも、休養入院はすごく必要なも

のと考えています。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございます。グループホーム

や病院によって対応も違ってくるかと思い

ますが、一定の対応はそれぞれやっていけ

るようにはなっているのかと思います。 

 

○久下委員 

大石記念病院の裏にクララハイツさんが

あります。近いのでできるのですが、クラ

ラさんは夕食会がほとんどあるのですが、

水曜日だけがないので当院の患者さんにつ
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いてはナイトケアに来るという事をやって

います。そうすると、月曜日から土曜日ま

で予定が入る、空いた日曜日や祝日で宅配

をやっているので夕食については心配ない

と思います。 

金銭管理については、入院中から一週間

いくらぐらいにしようかとか、グループホ

ームに入る方は、移行の時からレシート貼

りをやっていただいて、一週間にどれだけ

残るかとかやってもらったりしています。 

休養入院については、入院することに対

して患者さんも嫌がる方がいるので、いつ

退院するか決めて、休養入院していただく

と本人も納得していただける。入院するほ

どでもないけれども、体調が悪い時には、

ストレスケアを使っていただいている。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございました。各病院によっ

ていろいろ工夫をしていただいていること

がわかりました。 

 

○小杉委員 

私自身は、成仁病院の中にある計画相談

の事業所の地域移行を担当しています。地

域移行で担当したケースになるのですが、

足立区のグループホームの場合は通過型を

利用される場合は待機者リストに載せてい

ただいて、空いたら連絡が来て、体験をさ

せていただいて、それでよければグループ

ホームに受け入れていただくことになって

いる。 

地域移行でグループホームを探している

時に、待機者リストに掲載させていただい

たが、なかなか空きがなく入れないという

事があり、地域移行が６ヶ月で終了となっ

てしまうので期限が切れてしまうこともあ

る。１回は更新できるので大丈夫かと思う

が、このままグループホームが決まらない

ということになったら、地域移行が入った

意味もなくなってしまう。新しいグループ

ホームができることによってそれが緩和さ

れればありがたいと思います。 

何回も入退院を繰り返している方で、本

人に会う前に受け入れられませんと、断ら

れることも多く、通院のために足立区内の

グループホームという選択肢が限られてい

る中で探さなければならないので、体験ま

で到達できないのではないかと悩んでいる。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございました。グループホー

ムの定員が限られているので、すぐに入れ

ないということもある一方で、昨年度、今

年度と施設数、定員数も増えていますので、

ご検討いただければと思います。 

 

○平賀委員 

通過型がなかなか空かないというのは、

期間内の地域移行が難しい人が多くて、待

機者が増えているのか、退院する人が増え

てきているので、受け入れる方が難しくな

っているのか。通過型なので時期が来たら

出なければいけないのだが、それについて

はスムーズにいっているのか、それを越え

てまで多くの方が利用しているのか、状況

を教えていただきたい。 

 

○石塚精神保健担当係長 

グループホームの３年の期限を延長して

いる方はほとんどいないので、期限内で出

ていただいている。グループホームの待機

者リストは載ったら順番に繰り上がってい

くものではなく、グループホームでその人

を受け入れられるのか判断していただいて

いるので、必ずしも順番に入るわけではな
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い。複合的な要因のある方だとなかなか決

まらないという状況はある。 

東京都のショートステイ事業で体験をし

てみるというのも一つの方法かと思う。足

立区ではグループホーム仲がこの事業を受

けているので、地域生活でやっていけるか

どうかというところを見てもらうという意

味では一つの方法かと思います。 

 

○三浦委員 

グループホームは歴史が浅いが、作業所

の方が先行していた。ひだまりの会でも、

グループホームを潤とハウスウイングでや

っている。ひだまりの会では、鈴木先生と

いうドクターが理事に入っていて、金のわ

らじではないですが、探して歩いても見つ

からないぐらい、良い先生です。 

２ヶ月に一回、定例の委員会で入居につ

いて鈴木先生と職員でやっている。グルー

プホームは作業所よりも大変だと思ってい

る。夜でも電話がかかってきたりする。足

立区でも最近滞在型が出来てきた。だけど

足立区にあるのはほとんど通過型であるた

め３年で出なければならない。これは本当

につらい。職員もアパートを探さなければ

ならない。 

たとえば煙草を吸いたいという人も、お

小遣いがないので我慢している。そういう

方は褒めてあげてくださいと言っている。

なかなか煙草をやめるのは難しい。 

一番いいのは、滞在型がもう少しできる

といいと思います。希望する人は誰でも入

れてあげたいのですが、空きがなければな

かなか入れない。本当にかわいそうだと思

う。 

選考委員会でも、待機者リストからこの

人が良いと思っても、前に暴力をふるった

とか、事件を起こしたとかだと、どうして

も後になってしまう。 

 

○久保田委員 

選考委員会というのがあるのですね。 

 

○三浦委員 

先生を交えてやっています。 

 

○久保田委員 

病院の中ということですか。 

 

○三浦委員 

今やっているところは、ふれんどりぃで

やっています。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございました。ふれんどりぃ

でやっているというのは、グループホーム

の選考委員会ということですよね。 

 

○三浦委員 

保健所から来るリストを基にして。 

 

○新垣委員 

書類を基に、その方お一人お一人をみな

さんでよく理解して、先生もいらっしゃっ

て、アドバイスをいただきながら受け入れ

ることについて決めていく会議があるとい

うことですね。 

 

○柳瀬委員 

ふれんどりぃは場所を借りているという

事ですよね。 

三浦委員ありがとうございました。家族

会の立場からいろいろご心配の点等ご意見

をいただきました。 

グループホームについては、三浦委員の

意見にもありましたように、通過型で出ら
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れた後に、次のところを探さなければいけ

ないとか、グループホームではなく在宅と

いう方もいらっしゃるかと思います。それ

では、グループホームについては以上とさ

せていただきます 

次に、（２）民間アパートを賃貸契約す

る場合というところで、みなさまからご意

見をいただきたいと思います。これは、精

神医療部会だけではなく、他の部会でも契

約するまでに様々なハードルがあって、な

かなか契約できないという、いろいろな意

見を他の会議体でもいただいているところ

です。課題があるところですが、委員のみ

なさまからそれぞれの立場でご意見をいた

だきたいと思います。 

 

○新垣委員 

グループホームから出る時に、民間のア

パートを探すのが非常に大変です。グルー

プホームから出るには民間アパートが必要

ですし、病院から地域に出る際にも民間の

アパートが必要になってくる。病院もグル

ープホームの事業者も、アパート探しが課

題になっているかと思います。足立区には

公的機関として都営住宅などが結構あるの

で、グループホームに入っている方は都営

住宅に入るため早めに準備を進めていただ

いているが、入院している方が都営住宅に

入るというのは難しく、どうしても民間の

アパートに頼らざるを得ない。前回もあり

ましたが、アパート探しのハードルが高く、

時間がかかってしまう。 

先々のことを考えると、病気をクローズ

にして探すというのは、ご本人もそれを隠

さなければいけないという負担感があるの

で、極力病院に通院していることとか、生

活保護を受けている事などをオープンにし

て探す人が多いと思う。そうなると不動産

屋は一生懸命探していただけるのだけれど、

大家さんに掛け合うところでダメになって

しまう。精神の障がいというのはハードル

が高く、それを考慮してくれる大家さんや

不動産屋の情報をもらえるとありがたいと

思っています。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございます。もし病院の方で

関わっているケースで、上手くいったご経

験などがあればお聞かせいただければあり

がたいのですが。 

 

○小杉委員 

私たちの病院では、精神疾患に理解のあ

る不動産屋に協力いただいています。ただ、

不動産屋からは、精神疾患をお持ちである

ことは積極的に開示しないで欲しいと言わ

れている。依頼すると２週間ぐらいで部屋

を見つけてきてくれるので、１か月もあれ

ば退院できることがある。 

本質的な意味で、精神障がいの方を地域

で受け入れていただいているという訳では

ないのかというのが実感としてあります。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございます。理解のある不動

産屋がいてよかったということと、先ほど

新垣委員の中でもあったように、生活保護

という部分でも強い不動産屋というのもあ

るかと思います。オープンにするかどうか

という事も、社会情勢とか課題があるのか

と感じた。ほかの病院さんでも事例があれ

ばお願いします。 

 

○宮岸委員 

当院から直接退院するというケースは少

ないのですが、以前入院していた方で、不
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動産屋と契約するときに身分証明書を出さ

なければならなくなり、ご本人は障がいが

ある事を認めたくなかったので手帳を作り

たくなかったが、身分を証明する写真付き

の物がなく、契約が難しいという事になっ

た。他の病院さんはどうしているのでしょ

うか。 

病状は安定しているが、どうしても自分

の名前を表に出したくなくて、偽名という

か、自分の中で本当はこちらの名前だと訴

える方がいて、その場合どうしたらいいの

か、いい案があったら教えていただけると

ありがたいです。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございました。２点目の名前

という点は、なかなか難しいかと思うので

すが、１点目の身分証明書については、マ

イナンバーカードが写真付きの本人証明に

なるので、作ってもらうのもいいかと思い

ます。本人証明としては公的なものでしっ

かりとしています。 

 

○久保田委員 

すいません、その場合はその方の住所は

病院住所になるのですか。 

 

○新垣委員 

当院の場合はほとんど病院にしていませ

ん。昔住んでいた、住民票を置いていたと

ころとか、住んではいないけれど住民票は

置いたままという方もいる。先ほど話した

方も、昔住んでいたところに住民票が残っ

ていて、そこで生活保護になっているとい

う方でした。 

先ほどの不動産屋の話しですが、最近は

保証人がいない方、また保証人がいても高

齢の方とかだと、保証人協会をお願いしま

すと不動産屋から言われることがあって、

保証人協会から確認の電話をご本人にして

もらったりするのですが、最近は保証人協

会が厳しくなってきているように感じる。

それで何件もダメ出しをされた患者さんが

いる。 

 

○久下委員 

当院では、病院に住所を新しく設定する

ことはほとんどしない。アパートがある方

が入院した時は、一度は退院するなどして

いる。 

身分証明に関しては、免許証を持ってい

る人は何とか継続してもらうようにしてい

る。 

保証人については、厳しくなっていると

感じる。前はよかったものがダメになった

りしている。有料だが、きずなの会という

ところを使ったりしている。来月デイケア

で勉強会をするのですが、お金がかかって

もやってもらうのもいいのではないか。 

近くの不動産屋にどうぞと案内された物

件も、それなりの物件なので、ちょっとこ

れはという感じだった。まずは、そこに一

回入ってみるというのも方法かと思う。で

きればグループホームに入る方が安心だが、

不動産屋にも毎日のスケジュールを示すな

ど、何かあれば病院の訪問看護が行きます

という形は取るが、それでも保証人協会に

引っかかることはあります。 

 

○久保田委員 

私も保証人協会を使ったことがあります。 

何年か前は、不動産屋では都内に親族が

いるかという事が条件だった。ところが、

不動産屋に保証人協会を使うという事を言

われないままに、更新するときに保証人協

会が必要となっていた。通常は不動産屋に
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対して発生する更新料は２年に一度という

のが多いと思うが、保証人協会は毎年更新

になっている。それは一か月の家賃分の更

新になるので、本来不動産屋に支払うべき

お金が確保できなかったことがあった。 

 

○寺西委員 

保証人協会というのは、いわゆる保証会

社の事ですかね。 

保証会社を入れるようになったのは、敷

金とかが厳しくなってでしょうけれども、

精神障がいの方は生活保護を受けている方

も多いと思うので、その場合はあまり問題

にはならないのではないでしょうか。その

あたりも厳しいのですか。 

 

○久保田委員 

私の場合、個人的な事情から退院して転

居しなければいけなくて、今までは６万７

千円ぐらいのところに住んでいて、不動産

屋と相談し始めたら、生活保護になるのか

と言われ、それだったら大家が良いという

ので、ぴったり５万３，７００円の家賃を

払っているという感じです。 

 

○後藤委員 

先日、救護施設の連絡会に参加させてい

ただいたときに、救護施設からも地域移行

を進めているのですが、救護施設でも保証

人のところがかなり厳しいというお話を伺

いました。 

社会的長期入院の方を、グループホーム

やアパートなど地域に受け入れてもらう時

に、保証人となる家族が高齢であったり疎

遠であったりで、家族が保証人になりえな

いケースも多いので苦慮している。長期入

院で直接アパートに退院した方は、お兄さ

んが後見人として付いていたので大丈夫だ

ったが、後見人を付けるのに生活保護を受

けていると難しいというのも伺っています。

大内病院としては、基本的にグループホー

ムでもアパートでも、退院して病状が悪化

した場合は速やかに受け入れさせていただ

くという話をさせていただいている。また、

訪問看護や通所でも協力させていただくと

いう事をお伝えさせていただいてご理解い

ただくようにしている。 

措置入院で熊本から当院に入院された方

が、一度は戻られたのですが、本人が東京

に来たいといって、こちらで受け入れてか

ら、たまたまアパートが見つかって通院し

ている人もいる。 

ケースバイケースではあると感じている。

事例を積み上げながら、このような横のつ

ながりで情報を共有できればいいと思って

います。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございます。事例の中でうま

くいったケースなどありましたので、各病

院の方でもいろいろと工夫していただいて、

ありがたいと感じています。 

 

○新垣委員 

不動産会社もそうですが、大家さんにも

精神の支援について、訪問看護や具合が悪

い時はショートステイや入院などがあって、

基本的には在宅生活が維持できるような支

援を入れますという話をする中で、大家さ

んが保証人までは要らない、契約書にその

人の名前さえ書いていただければいいと、

心意気のある大家さんがいるといい。そう

なると、そこのアパートはうちの患者さん

だらけになってしまうのかもしれませんが。

同じように、大家さんだけではなく、不動

産会社にも障がいを持った方が一人で暮ら
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す時にどんな支援があって、どんなサポー

トや支援者たちがいるという事や、このよ

うなシステムがあるというのを理解してい

ただけると、不安もなくなるのかと思いま

す。国土交通省にセーフティーネットとい

うのがあるが、イメージだと高齢者とか母

子家庭とか、少し障がい者も対象であるみ

たいな書き方をしているが、精神の方を受

け入れてくれる不動産屋がこの地域にどの

ぐらいあるとか、福祉ではなく国土交通省

の事業ではあるが、相乗り出来れば少し解

決できる部分もあるのかと思います。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございました。国土交通省の

事業の話しもありましたが、それ以外にも

様々な支援、サポートがあるというところ

で、在宅につないでいけないかというお話

もありました。 

民間の賃貸契約について、ご意見あれば

いただきたいのですが、次の（３）地域移

行支援、地域定着支援の利用というところ

にもつながってくると思いますので、利用

状況など事務局から説明をさせていただき

ます。 

 

○樋口精神保健係長 

資料３をご覧ください。地域移行と地域

定着の利用状況をまとめさせていただいて

おります。 

まず、１番が足立区の支給決定状況にな

ります。地域移行支援については３か年で

表示させていただいております。２８年度

が６名、２９年度が１１名、３０年度１１

月現在で９名となっております。まだ数字

は少ないのですが、利用は少しずつ伸びて

きているところです。延べ人数は、地域移

行は６ヶ月の支給決定となっているため、

更新された方もいますので、決定人数より

多くなっています。 

２番が地域定着支援になりまして、こち

らがなかなか進んでいないところではある

のですが、２８、２９年度とも各１件ずつ、

３０年度１１月現在で３件という支給決定

状況になっています。 

区内の事業所数についてですが、事業所

数も多くはないのですが、地域移行につい

ては４か所、地域定着については３か所の

事業所がございます。地域移行の事業所の

指定ですが、足立区精神障がい者自立支援

センターふれんどりぃについては、２０１

３年、５年前に指定を受けております。そ

の後、成仁さんと星月夜さんが去年の１０

月から地域移行を開始し、あしたばさんが

今年の４月から事業を開始したところです。

地域定着についても、成仁さんと星月夜さ

んが去年の１０月から、あしたばさんが今

年の４月から指定を受けたというところで、

今後利用は増えていくかと思われます。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございました。地域移行支援、

地域定着支援について説明させていただい

たのですが、利用できるようになってから

年が浅いというところではあるのですが、

こちらにつきまして何かご意見等ございま

したらお願いいたします。 

 

○久保田委員 

地域定着に関していえば、一番ネックに

なるのが２４時間３６５日のサポートにな

るかと思うのですが、もうやってらっしゃ

るところは、このサポートをどのような形

でやっていて、どのような問題点等あるの

か聞きたいのですが。 
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○小杉委員 

地域定着支援ですが、２４時間３６５日

は職員が交代で携帯を持っているようにし

ていますので、いわゆる当番制という形で

す。 

私たちの事業所は足立区の３例と他区の

３例の６事例ありますが、実際に深夜帯に

ご相談される方はほとんどいらっしゃらな

くて、電話がかかることもほとんどないで

す。見守りを受けているという安心感とい

うか、いつでも相談できるというお守り的

な意味でサービスを使っている方というの

と、障がい特性からなのかご自分からなか

なか相談できないという方も多くて、足立

区の３例の方は自分から相談するような方

ではないというのが実感としてありまして、

他のＢ型やヘルパーを使っている状況であ

れば、計画相談も含めて相談体制を構築出

来ると思うのですが、他のサービスを使っ

ていなくて、地域定着だけという方もいら

っしゃるので、その方には支援者側は常に

アンテナをたてて、体調が悪いのではない

かという時には、こちらからアプローチす

るような支援が重要だと考えています。 

 

○後藤委員 

私が担当している方で、地域移行支援を

使わせていただいて退院したケースがあっ

て、足立区は多くないのですが、他区の方

でふれんどりぃさんや成仁さんをお願いさ

せていただいて、星月夜さんも１件ケース

があって、先日退院したところで、この方

も長期入院のかたでしたので、以前はふれ

んどりぃさんだけだったので、お願いして

もなかなか件数を受けられないという中で、

各事業所さんにお願いしたりもしたのです

が、今年の４月からあしたばさんが入った

というのも初めて知ったので、今後はつな

いでいけるのかと思いました。 

病院の相談員だけでは厳しい部分もある

ので、連携を取りながらやらせていただけ

れば、難しいケースも増えていくかと思い

ますが、お願いしたいと思います。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございました。病院だけでは

難しいところもあるかと思いますので、う

まくサービスを使いながら地域移行を進め

ていければと思います。確かに事業所数は

まだ多くはないのですが、事例を積み重ね

ていって区内の中でも充実していければい

いのかと思います。 

 

○新垣委員 

当院は地域移行事業所をやっていないの

で、いろいろな事業所を病院の中に受け入

れている。病院としても地域の事業所が入

るという事は、いろいろな刺激があるのと、

地域移行を入れるにあたって、病院側が地

域移行にあたって何をしなければいけない

のかという意識を、病棟であったり看護で

あったりに持ってもらえるかなと思います。 

どうしても身内のケースワーカーだとＰ

ＳＷがやってくれるでしょ、みたいになっ

てしまう。そうではなくて、地域移行事業

所を入れるのだったら、病院は服薬管理や

ご家族との調整で地域移行事業所にうまく

つなぐとか、そういうことを病院側が準備

しなければならないし、地域移行事業所の

患者さんへの関わり方などを見て、自分た

ちの関わり方と違うところを見て触れたり

できて、あえて地域移行事業所に入っても

らう事を当院では意識している。 

移行を入れるタイミングが難しいので、

病院側がきちんと準備して、どのタイミン

グだったら移行をいれて動けるかというの
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を、病院側が判断する必要はあるかと思う。

病院側が移行を受け入れる準備というのも、

意識付けを含めてやっていけたらと思う。 

地域定着支援はもっとうまく利用できな

いかというか、これから地域に出る患者さ

んは、長期入院であったり入院期間が短く

ても難事例の方だったりするので、在宅に

なった時の支援というのはすごく必要にな

ってきて、訪問看護のヘルパーさんだけで

は足りない隙間の生活支援だったり、定着

や自立生活援助だったり、いろいろなもの

を組み合わせていかないと、地域に定着す

るのが難しい人が多いので、どのように利

用すればいいのかというのがまだしっくり

と来てないというのもあると思う。 

グループホームもかなり重度の方を受け

入れるようになってきたり、世話人さんだ

けではかなり大変で、今までより難しい人

が入るようになってきている。グループホ

ームへの支援というのも必要になってきて

いるのかと思っています。 

 

○三浦委員 

最近は大丈夫かなと思うような方も世話

していただいたりしている。水道の蛇口か

ら水を出してそれに会話している人などの

話しを聞くと、本当に生活できるのかと思

うぐらい、職員が金銭管理からなにからや

っている。福祉事務所では一週間分とかも

らうけど、そうではない人は職員が預かっ

ていて一週間分渡したりしていると、煙草

を吸っていた人もお金がないからやめざる

を得なくなったというところもある。 

 

○久保田委員 

夜の相談というのに関して、どのような

電話がかかってきますか。 

例えば、自殺したいとかそういう電話が

かかってきたとき。今は自殺者が３万人を

切って、その時には障がい者、もしくは障

がいを疑われる人たち、３万人を切ったと

いう事は、ほとんどの人は自殺念慮がある

可能性がある。そういう方から電話が来る

という事に、どのように対応しているのか。 

東京都でも、夜から朝にかけても相談す

るところがあったかと思うのですが、それ

はどのようになっているのか。 

それと、地域移行と、地域定着について、

退院後６ヶ月というのが果たしていいのか

どうか。私としては、６ヶ月では不安な方

も多いのではないかと思います。 

 

○小杉委員 

緊急のご相談の場合は、地域定着ですと

家庭訪問することもできます。医療的なご

相談であれば救急車ですとか、かかりつけ

の病院に相談していただくように促したり、

もしくはご本人様から了承が得られれば代

わりに調整させていただいたりとかしてい

ます。 

急に死にたいとかの希死念慮がある方に

関しては、即座に家庭訪問するような体制

を整えています。ただ、実際に訪問した事

例はありません。 

 

○平賀委員 

東京都の夜間のこころの電話相談につい

て、昔は精神保健福祉センターにあったの

ですが、今はメンタルケア協議会に委託し

ており、午後１０時まで対応しています。

救急相談センターだと、朝までやっていま

す。 

こころの電話相談の去年の実績をみると、

１万７千件ほどはあるかと思います。相談

者はご本人が一番多く、通院歴のあるかた

で、相談内容を見てみると心配事や話をし
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たいというのが多く、あとは気分の落ち込

みや、うつという相談が多いです。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございます。 

地域定着の支援期間が６ヶ月というのが

いいのかどうかというのはどうですか。 

 

○石塚精神保健担当係長 

給付のサービスとしては、半年と決まっ

ていて、これは足立区で自由にできません。

確かに半年でうまく行かなかった場合は、

１回は延長することができるので、１年ま

で使う方が何人かいます。１年経ったけど

決まらなかったという方は、その経緯の中

で病状の揺れもあったのかと思いますが、

その方たちは一度終了し、病院の中で退院

に向けて気持ちを整理して、病状を立て直

してまたチャレンジすることができるので、

再度申請する方はいます。一度ダメだった

からそこで終わりという事ではないので、

再度チャレンジもできます。 

地域定着は１年の期限なので、退院が決

まって１年間サポートが受けられます。 

 

○柳瀬委員 

先ほど新垣委員から、いつから入れるの

がいいのか、見極めという話もありました。

そのあたりが、個々のケースを積み上げて

いただいて、最適なところでサービスを入

れていただくのがいいのかと思います。 

地域移行、地域定着についてはここまで

で、また何かありましたらおっしゃってい

ただけたらと思います。 

続いて、２、在宅生活の維持のためにと

いうところで、再入院から長期入院の予防

というところで、ショートステイについて

ご意見をいただきたいと思います。 

まず、事務局から資料の説明をお願いし

ます。 

 

○樋口精神保健係長 

資料４になります。ショートステイの利

用状況という資料になります。 

支給決定状況については、２９年度と３

０年度の２か年で出しております。３０年

度について、決定者数は１１月現在の数値

で、利用状況については上半期までの状況

となっております。 

２９年度については、支給決定者数は６

２名、３０年度については現在４２名の方

が支給決定しているという状況になってお

ります。 

利用人数については、２９年度は延１５

３人、利用日数は７０１日、平均利用日数

はお一人あたり４.６日の利用となってお

ります。平均利用月数、年間での利用回数

といった方がわかりやすいかもしれません

が、２９年度については、平均５.１回利用

しているという実績になっております。 

３０年度については上半期分しか数値が

出ていないのですが、延べ利用人数につい

ては１０９人となっており、去年よりは伸

びているという状況です。利用日数は３５

６日、昨年と比べるとちょうど半分くらい

になるので、施設は増えていなくて利用す

る方が増えているので、利用日数が短くな

って利用者が増えてきているところかと思

います。平均利用日数は３.３日、平均利用

月数が３.４回となっています。 

２番の利用分布についてですが、利用日

数は月７日間の利用になりますので、２９

年度については、７日利用するという方が

多くなっています。次に２日、３日、４日

と使う方がいるという状況になっています。

３０年度についても、グラフの形が２９年
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度と同じような形になっているので、２日、

３日、４日使う方がいて、７日間まるまる

使う方がいるという状況になっています。 

利用月数については、２９年度が１２か

月まるまる使う方が７名、１回しか使わな

かったという方が９名いらっしゃいます。

間に、４か月、５か月、６ヶ月、７か月と

いう方がいて、隔月とかで使っている方だ

と思われます。３０年度についても２９年

度と同じような形のグラフになっておりま

して、１回だけ試しに使ってみるかた、毎

月使う方に分かれてきているのかと思われ

ます。 

最後に、事業所数になります。ショート

ステイについては、２３区で出しておりま

す。足立区では現在２か所、ショートステ

イがあります。ショートステイ花畑さん、

今年の７月からオープンしたのがショート

ステイおはなというところが新たに追加に

なっております。その他２３区内が３番か

ら１８番までとなっており、２３区でも１

８か所しかショートステイがないという状

況で、まだ各区１ヶ所という状況にもなっ

ていないところです。以上になります。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございました。それでは、シ

ョートステイについて、各委員のみなさま

から、事例であったり課題になっているこ

と等あれば、ご意見等いただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

○平賀委員 

利用日数はその方のトータルということ

で、１回で７日間使うという事ではなくて、

年間のうち何回か使っていて合計すると７

日になるということですか。 

 

○樋口精神保健係長 

月１回の期間で７日使ったという事です。 

 

○平賀委員 

そうすると、この３０年度の利用日数７

日が少ないというのは、まだ１２月が来て

いないとか、正月にかけて利用する人が多

いとか、なにかあるのでしょうか。 

 

○樋口精神保健係長 

傾向の分析まではできていないのですが、

利用者数が増えたというところで、まるま

る７日使えるという方が減ってきているの

ではないかと思われます。空いているとこ

ろでしか入れないという現状があるので、

それで７日が減っているのかと思われます。 

 

○新垣委員 

ショートステイは部屋が取れないという

か、うまっていて、今月は一泊二日しかで

きませんでしたという人もいるので、利用

者数が増えてきている。受け入れる施設が

足りなくなってきていて、ショートステイ

の使い方のバリエーションが増えてきてい

て、長期入院の方が退院するときに、ショ

ートステイのサービスを入れていて、苦し

くなった時はお泊りできるから頑張って生

活していこうとか、最初からサービスを使

う前提で退院して頑張ってみると決断する

人がいたり、実家で生活しているけど、ご

両親ががたがたしていて、一人暮らしでき

るかどうかというところでショートで試し

てみて、自信をつけてもらって、単身生活

しながらデイケア利用したりというところ

で、レスパイトというところの純粋な意味

ではないかもしれませんが、精神の方のシ

ョートの活用のバリエーションというのは

大きいのかと思います。そうすると場所が
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もっと必要なのかなと思います。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございます。数が限られてい

るので、なかなか使いたいときに使えない

というのがあるかと思うのですが、地域包

括ケアシステムを考えたときに、どこかだ

けを強化すればできるというのではなく、

区内の資源を生かしながら、システムを作

っていくのが大事なのかと思います。ショ

ートステイは少ないところですが、代替の

サービスなどを使いながらやっていければ

いいのかと思います。 

 

○新垣委員 

地域移行とかいろいろなことを考えたと

きに、圏域別に支援するイメージがあるの

ですが、精神だと通院先を圏域として考え

て、当院のショートだと足立区だけではな

く、江戸川とか杉並とか、医療機関として

当院につながっている方とか、足立区の病

院に通っている方が通院の際にショートス

テイを使うなど、かなり圏域が広い。各区

１個でも、病院のある地域とか、通院先の

圏域によっては、ショートステイの利用率

が変わってくると実感しています。包括ケ

アシステムを考えたときに、精神の圏域の

分け方の難しさというのは、必ず医療機関

が絡むというところでは、生活圏内ではな

い医療機関に通っている方もいるので、そ

のあたりはイメージとしてプラスしたほう

がいいと思っている。 

ショートステイはいろいろな区から来て

います。先に予約してしまう人もいます。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございます。先に予約すると

いうのはどのぐらいから可能でしょうか。 

 

○新垣委員 

ショートステイ花畑では、２か月前に予

約ができるので、２か月前の１日に電話が

鳴ります。また、直接事務所に来て予約を

取られる方もいる。週末、年末年始、ゴー

ルデンウィークは予約が難しいです。 

 

○後藤委員 

入院中の方なので、基本的には事前に予

約してというのが多いのですが、都事業の

グループホーム仲さんと、江戸川区の方で、

江戸川区の遊牧舎を使わせていただいてい

る方がいて、単身生活を見据えてとか、グ

ループホームを見据えてとかで体験させて

いただいて、先々につながるケースなのか

と思う。実際に地域にいる方がショートス

テイ使うという場合は、すぐ使いたいとい

う方が多くなっていくので、そのような方

の利用に対して今後どのようにしていくの

かが必要になっていくのかと思います。 

地域で支えるとしても、ゴールデンウィ

ークや年末年始に使わせていただきたいと

いう方が、当院でもデイケアがかなりのケ

ースを支えている場合もあるので、そうい

う場所を使えるようになるのが理想なので

すけれども、今ある中でやらせていただく

というのが必要かと思っています。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございました。どうしても数

が限られている中で、先ほどの圏域の話し

もありましたので、足立区としてどのよう

な形がいいのかと考えなければいけないと

思います。その他、ショートステイについ

てご意見等ある方いらっしゃいますか。 

よろしければ、全体を通してご意見等あ

ればお願いします。 
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○久保田委員 

テレビを見ていて、高齢者のグループホ

ームとか入居施設の話題だったのですが、

地域で新しいグループホームを建てるとい

う事になった時に、地域で絶対反対という

運動が起きた地域はあったのですが、足立

区ではどうだったのでしょうか。 

 

○樋口精神保健係長 

グループホームを設置する時には、自治

体に事前に相談するようになっていますの

で、精神についてはこちらに相談に来てい

ただいています。その中で、地域の方、特

に町会等にはきちんと説明してくださいと

説明させていただくのですが、事前に説明

していますという事が多く、反対をされる

というのは足立区内では見られないです。 

 

○宮岸委員 

この場で話すことが適しているかわから

ないのですが、グループホームを利用する

場合で、足立区は埼玉県や千葉県に面して

いるので、当院にもそちらに住所がある方

が入院されていて、入院前住所がそちらと

いうのはわかっているのですが、退院する

という方針になった時に、独居は難しいと

なりグループホームに入所したいと思って

も、病院の近くのグループホームは東京都

住所じゃないから駄目だというのがある。

その場合、元の住所地に帰らなければいけ

ないとなると、医療機関を探さなければい

けなくなって、住まいを探すか、病院を探

すかのどちらかになってしまう。ご本人と

しては当院で病状が安定してきたので、そ

のまま当院に通院したいと考えてくださる

方が多い。他の病院さんはどうしているの

かお聞きしたい。 

 

○樋口精神保健係長 

グループホームの利用については、特に

埼玉の方とか千葉の方はダメというのはな

いです。ただし、区内の限られた資源を有

効的に使うためにできる限り区民の方を優

先で入れてください、というお願いはして

います。逆に、足立区民の方でも埼玉のグ

ループホームであったり地方のグループホ

ームに入っている方はいますので、そこは

各自治体間で、支給決定は今の方は埼玉と

かになるかと思うのですが、利用は足立区

のグループホームを使うという事は可能で

す。 

 

○宮岸委員 

グループホームから、東京都からの助成

金が下りないので、費用面で運営に関して

厳しくなってしまうので入居はお断りして

いますと言われます。 

他の埼玉とかの住所地に、東京都ではそ

ういう助成金があるのですが、そちらにそ

ういったものありませんかと聞くと、私は

いままで出たというケースがなかったので、

結果として東京都のグループホームに入れ

ないという事になっています。 

 

○樋口精神保健係長 

埼玉の制度がわからないので、その助成

というのは家賃助成とかですか。 

 

○宮岸委員 

一人入居するといくら入るとかの助成で

す。 

 

○新垣委員 

東京都はあるのかと思いますが、他県で

は多分そういう助成がないので、他県の方
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を入れてしまうと運営が厳しいとか。 

 

○寺西委員 

少し制度を調べてみてもいいのではない

ですか、すぐに答えが出なくても。ないよ

うな気もしますが。 

 

○柳瀬委員 

それについては事務局で調べさせていた

だいて、わかった範囲で報告させていただ

きます。 

 

○平賀委員 

前回の資料の中で、一年以上の入院患者

が５４２人いて、そのうち６５歳以上が３

２８人と高齢の問題もあるが、各病院さん

で地域移行をどのようにすすめるのか、教

えていただきたい。 

 

○後藤委員 

大内病院では長期入院で高齢の方が多い

ので、高齢かつ介護が必要な方というのは

高齢者系の施設にお願いすることが増えて

きています。６５歳を超えていてグループ

ホームというのは難しい部分ではあると思

うので、ケースバイケースで検討しつつ、

院内スタッフで相談しながらどちらがいい

のかでやらせていただいています。 

昔は精神の疾患のある方は高齢者系の施

設での受け入れは難しいというイメージが

あったのですが、今はそこまでではないの

かなという印象はあります。 

 

○久下委員 

大石記念病院でも６５歳以上で、院内で

は適用可の方でグループホームという話を

すると、出されるという感じになってしま

い、診察拒否をしたりと大変なことになっ

たケースがあった。滞在型であれば、そこ

にずっといられるとかがあればいいのです

が。滞在型が近くにあればいいのですが、

介護付のところとかあたったのですが近く

にはないので、通院に自転車で来るといっ

ても、ずっと自転車に乗っていないような

方でしたので難しいかなと。 

ずっといられるとか、食事がでるとか、

それこそそこで体験ができればいいんです

が。高齢者精神障がいの方のグループホー

ムとかがあればありがたいです。 

 

○新垣委員 

他区の方なのですが、７０歳以上で精神

のグループホームに入り、その後は高齢の

グループホームに行くという話しでしたが、

精神のグループホームに入ってもしっかり

生活できていて、本人も単身で生活したい

という思いを持っていたので、アパート生

活しましょうという方もいる。 

高齢者の方でも生活レベルなども様々な

ので、障がいのサービスと介護のサービス

をうまく使ったり、いずれは介護保険に移

行するとか、介護保険では使えないサービ

ス、地域移行はそうだと思うのですが、地

域移行で在宅に戻り、その先から介護保険

を使うとか、高齢者のサービスとのアレン

ジを考えないと、高齢者の退院支援という

のは難しくなってくる。高齢者のサービス

の乗り換えとか、並行して使うなど、医療

のデイケアと介護のデイサービスを併用す

るなどが必要になるのかと思う。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございました。他にあります

か。 

 

○後藤委員 
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グループホームの中で難しいケースがあ

って、先ほど小杉さんが言っていただいて

いた書類審査でだめだったとのことで、今

の患者さんの状態が、地域移行を使いグル

ープホームであれば適用できるのではない

かと考え、グループホームに希望を出させ

ていただいているのですが、せめて面接だ

けでもしていただけたらありがたいと思い

ます。グループホームによって違うのです

が、グループホームのスタッフの面接だけ

のところや、体験をして運営委員のみなさ

んの面接で決まるとか、かなりバリエーシ

ョンが多いので、まずはその方の今の状態

を見てほしいというのがあります。何かあ

れば病院のほうで再入院という形で受ける

という説明はさせていただくのでお願いし

ていきたいと思う。 

実際にあったケースで、滞在型のグルー

プホームのサテライトに入ったのですが、

他区に住所があってそちらで生活保護を受

けていて、支給決定をお願いしたところ、

滞在型でずっと足立区にいるのだったら足

立区でお願いしますといわれてしまって、

足立区の保健所に聞いたらグループホーム

だから元のところだというところで、押し

付け合いになってしまいグループホームの

スタッフも困ってしまったというケースが

あった。今後、滞在型とかも増えていく中

で、受けていただくグループホームさんが

困らないような形をとっていただきたいと

感じました。 

区によって違うのですが、足立区ではサ

ービスの支給決定は月に１回なので、タイ

ミングを逃す事が無いようしているのです

が、もうちょっと回数が増えたらありがた

いと思います。 

大内病院として、グループホームをやる

ことになり、来月から滞在型が一つできて、

基本的には大内病院の入院患者でやらせて

いただくのですが、あと通過型という形で

Ｂ型との多機能のものを新規で大内病院の

前に作っていまして、まだ具体的なものは

決まっていないのですが、情報をお伝えさ

せていただきます。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございました。確かにグルー

プホームを利用するにあたって、様々な課

題があるというのは認識しておりますので、

事例を積み上げながら今後しっかりと検討

させていただきたいと思いますので、ご理

解いただきたいと思います。 

他にございますか。 

 

○平賀委員 

前回資料をお持ちしていなかったので、

今回ご案内の資料をお配りしていましたの

でご覧ください。内容については前回の説

明の中でお話した事になりますが、１点だ

け交通のご案内と書いてあるところですが、

現在、庁舎が移転中で仮庁舎となっていま

す。新しい庁舎は完成しているので、いず

れは元々あった場所に戻りますのでよろし

くお願いいたします。 

 

○柳瀬委員 

ありがとうございました。それでは、本

日は長時間に渡って貴重なご意見をいただ

き誠にありがとうございました。それでは

これをもちまして第２回の精神医療部会の

議事を終了させていただきます。本日をも

ちまして、今年度の精神医療部会は終了と

なります。部会の検討内容については、全

体会へ報告することとなっています。報告

書の取りまとめにつきましては、久米部会

長と事務局で進めさせていただきたいと考
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えていますがいかがでしょうか。 

それでご了承いただければと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

 

 


